
り
ま
す
が
「
17
、
備
考
」
に
は

『
増
減
な
し
』
と
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

３
廃
業
、
解
散
等
に
よ
り
市
内

に
資
産
が
な
い
場
合

　
廃
業
、
解
散
等
に
よ
り
償
却

資
産
が
な
い
場
合
は
、
申
告
書

の
「
17
、
備
考
」
欄
に
解
散
の

時
期
を
含
め
、
そ
の
旨
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

４
企
業
の
電
算
処
理
に
よ
り
申

告
さ
れ
る
場
合

　

全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
様
式

に
合
わ
せ
て
１
月
１
日
現
在
の

評
価
額
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
種
類
別
明
細
書
に
つ
い

て
は
全
資
産
を
種
類
ご
と
に
区

分
し
、
償
却
資
産
申
告
書
に
あ

る
合
計
額
と
一
致
す
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

※
電
子
申
告
も
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
。
ご
利
用
に
関
し
て
は

ｅ
Ｌ
ｔ
ａ
ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。http://w

w
w

.eltax.jp/

申
告
期
間　

１
月
５
日
（
月
）

～
２
月
２
日
（
月
）

申
告
場
所　
資
産
税
課

申
告
用
紙　
12
月
中
旬
に
送
付

し
て
い
ま
す
が
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。（
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
検
索
で
「
償
却
資
産

申
告
」
と
検
索
）

■
主
な
償
却
資
産

　
左
の
表
は
償
却
資
産
の
種
類

別
ご
と
の
具
体
例
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま

た
償
却
資
産
申
告
は
資
産
の
所

有
が
な
い
場
合
で
も
申
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

資
産
税
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

そ
の
他　
申
告
最
終
日
は
窓
口

の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
早

め
の
申
告
を
お
勧
め
し
ま
す
。

■
償
却
資
産
の
申
告
は
お
済
み

で
す
か
？

　

償
却
資
産
と
は
、
法
人
（
会

社
）
や
個
人
が
事
業
の
た
め
に

所
有
し
て
い
る
構
築
物
・
機
械

装
置
・
船
舶
・
器
具
備
品
な
ど

の
資
産
で
す
。
毎
年
１
月
１
日

時
点
で
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
方
、
ま
た
は
市
内
の
事
業

所
に
償
却
資
産
を
リ
ー
ス
さ
れ

て
い
る
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

　
法
人
の
方
は
「
固
定
資
産
台

帳
」
や
「
法
人
税
申
告
書
別
表

16
」
等
を
基
に
申
告
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
し
た

償
却
資
産
の
評
価
額
の
合
計
が

１
５
０
万
円
未
満
の
場
合
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。（
た
だ
し
申
告

は
必
要
で
す
。）

■
申
告
方
法
に
つ
い
て

１
提
出
書
類

①
償
却
資
産
申
告
書

②
種
類
別
明
細
書
〔
増
加
資
産・

全
資
産
〕

③
種
類
別
明
細
書
〔
減
少
資
産
〕

２
前
年
中
に
資
産
の
増
減
が
な

い
場
合

　
明
細
申
告
で
前
年
中
に
資
産

の
増
減
が
な
い
場
合
は
、
償
却

資
産
申
告
書
の
み
の
提
出
と
な

れ
だ
け
老
後
に
受
け
取
る
年
金

も
多
く
な
り
ま
す
。
逆
に
、
保

険
料
を
納
め
た
期
間
が
短
け
れ

ば
受
け
取
る
年
金
も
少
な
く
な

り
ま
す
。

②
障
害
年
金

　
病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
、
国
民
年
金
か
ら
「
障

害
基
礎
年
金
」
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

③
遺
族
年
金

　
一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ

た
と
き
、
子
の
あ
る
妻
お
よ
び

夫
は
、
国
民
年
金
か
ら
「
遺
族

基
礎
年
金
」
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
場
合
も
、
要
件
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合

に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除

ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

●
学
生
納
付
特
例
制
度

　

収
入
が
な
い
な
ど
の
理
由
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し

い
学
生
に
は
、
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
を
猶
予
し
、
社
会

人
に
な
っ
て
か
ら
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
30
歳
未
満
で
学
生
以
外
の
方

の
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
以
下
の
人
に
対
し
、

保
険
料
の
納
付
を
猶
予
し
ま

す
。

※
い
ず
れ
の
場
合
も
要
件
を
満

た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
加
入
の

手
続
き
を

　

20
歳
の
誕
生
月
の
前
月
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
届
く
「
国
民

年
金
資
格
取
得
届
」
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
誕
生
日
の
前
日

か
ら
14
日
以
内
に
市
民
課
国
民

年
金
係
窓
口
ま
た
は
お
近
く
の

年
金
事
務
所
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

■
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う

　
加
入
手
続
き
を
済
ま
し
、
国

民
年
金
保
険
料
納
付
書
が
届
い

た
ら
、
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ

う
。

　
各
種
制
度
の
詳
細
お
よ
び
申

請
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
日
本

年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
の
手
続
き
や
ご
相

談
は
こ
ち
ら
ま
で
。

市
民
課
国
民
年
金
係

☎
８
７
６

−

１
２
３
４

（
内
線
３
１
１
１
～
３
１
１
６
）

浦
添
年
金
事
務
所

☎
８
７
７

−

０
３
４
３

（
自
動
音
声
案
内
）

■
家
庭
の
簡
易
エ
コ
診
断

　

ご
家
庭
の
光
熱
費
用
を
も

と
に
、
省
エ
ネ
化
の
ポ
イ
ン
ト

を
専
門
の
診
断
員
が
説
明
し
ま

す
。

日
時　
１
月
31
日
（
土
）
13
時

30
分
～
16
時

場
所　

市
役
所
９
階
展
望
ロ

ビ
ー

申
込　
不
要

参
加
費　
無
料

そ
の
他　

光
熱
費
を
確
認
の

上
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

今
年
成
人
を
迎
え
る
皆
さ

ま
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

20
歳
に
な
る
と
、
国
民
年
金
へ

の
加
入
が
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。

■
国
民
年
金
と
は

　

年
老
い
た
と
き
や
い
ざ
と
い

う
と
き
の
生
活
を
、
働
い
て
い

る
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と

い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み

で
す
。
日
本
国
内
に
お
住
ま
い

の
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ

て
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

■
国
民
年
金
の
給
付
は
３
種
類

　

年
金
と
い
う
と
「
お
年
寄
り

の
た
め
の
も
の
」
と
思
っ
て
し

ま
い
が
ち
で
す
が
、
若
い
人
に

と
っ
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。

若
い
と
き
に
国
民
年
金
制
度
に

加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
受
け
ら
れ
る
給
付
は

３
種
類
あ
り
ま
す
。

①
老
齢
年
金

　
65
歳
以
降
、
国
民
年
金
か
ら

「
老
齢
基
礎
年
金
」
を
終
身
に

わ
た
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
た
期

間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
そ

■
省
エ
ネ
・
節
電
講
演
会

　

省
エ
ネ
・
節
電
は
、「
難
し

く
て
面
倒
、
お
金
が
か
か
る
」

そ
う
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

一
般
財
団
法
人
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
セ
ン
タ
ー
か
ら
専
門
講
師

を
招
き
、
家
庭
で
簡
単
に
で
き

る
省
エ
ネ
や
節
電
方
法
等
に
関

す
る
講
演
会
を
行
い
ま
す
。
こ

の
機
会
に
、
身
近
な
と
こ
ろ
か

ら
電
気
代
削
減
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
内
容

①
省
エ
ネ
・
節
電
と
は　

②
省
エ
ネ
・
節
電
の
事
例
紹
介　

③
省
エ
ネ
家
電
っ
て
何
？

④
省
エ
ネ
製
品
の
見
分
け
方

⑤
浦
添
市
の
省
エ
ネ
化
の
取
組

な
ど

日
時　
１
月
31
日
（
土
）
14
時

か
ら
。（
講
演
時
間
は
90
分
程
度
）

場
所　
市
役
所
９
階
講
堂

定
員　
１
０
０
人
（
先
着
順
）

申
込　
不
要　

参
加
費　
無
料

　

市
で
は
、
２
つ
の
給
付
金
の

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
へ
、

７
月
中
旬
以
降
に
随
時
、
下
の

よ
う
な
封
筒
で
申
請
書
等
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
申
請
が
お
済
み
で
な
い

方
は
、
必
ず
期
限
内
に
申
請
さ

れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
次
に
該
当
す
る
方
は
お
早
め

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
申
請
書
等
は
届
い
て
い
た
が
、

紛
失
（
ま
た
は
破
損
）
し
て
し

ま
っ
た
。

②
申
請
書
等
を
提
出
し
て
２
か

月
以
上
経
つ
が
、
決
定
通
知
が

届
か
な
い
。（
ま
た
は
振
込
が
な

い
。）

③
ど
ち
ら
か
の
給
付
金
に
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
申
請
書

等
が
届
い
て
い
な
い
。

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
17
時

15
分
（
土
・
日
・
祝
日
お
よ
び

年
末
年
始
を
除
く
）

受
付
場
所　
市
役
所
２
階
２
０

２
会
議
室
（
児
童
家
庭
課
の
裏
）

※
申
請
書
へ
の
記
入
・
押
印
漏

れ
や
必
要
書
類
の
添
付
が
な
い

な
ど
の
不
備
が
あ
る
場
合
も
、

期
限
内
に
不
備
を
補
完
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

浦添市の申請期限は

平成 27年１月19日（月）
（郵送の場合は当日消印有効）
となっています。
※申請期限を過ぎると申請の受付が
できませんのでご注意ください！！

「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」

１
月
５
日
～
２
月
２
日
は

　
　
　
　

償
却
資
産
の
申
告
期
間
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課
（
内
線 

２
２
６
４
）

省
エ
ネ
・
節
電
講
演
会 

＆ 

家
庭
エ
コ
診
断

【
無
料
】
～
知
っ
て
得
す
る
お
う
ち
エ
コ
～

■
問
い
合
わ
せ　

環
境
施
策
推
進
室
（
内
線 

３
２
２
１
）

お知らせお知らせ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

■
問
い
合
わ
せ　

市
民
課
（
内
線
３
１
１
１
～
３
１
１
６
）

お知らせ

～
臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
の
申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
！
～

■
問
い
合
わ
せ　

臨
時
給
付
金
支
給
室
☎
８
７
０

−

４
７
１
１

お知らせ

種　類 主な償却資産
第 1 種
構築物

（建物附属設備）

広告塔、独立煙突、受変電設備等、門、塀、ゴルフ場のネット設備、緑化施設、庭園、
舗装路面（マンション等の駐車場舗装も含む）、家屋のテナントが施工した造作な
ど（建物附属設備のうち、固定資産税において家屋として取り扱われなかったもの）

第 2 種
機械及び装置

施盤、ポール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、クレーン、
ブルドーザー、パワーショベル、工事の変・発電設備、立体駐車場の機械装置など

第 3 種　船舶 ボート、漁船、油槽船、貨物船、作業船、台船、客船、遊覧船など
第 4 種　航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

第 5 種
車両及び運搬具

フォークリフトやタイヤジャポなどの大型特殊自動車（車両番号が 0 又は 9
で始まるもの）、荷車、手押車、構内運搬具など

第 6 種
工具・器具及び

備品

測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具（事務所・応接セット等）、
電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナ、金庫、事
務所用機器（パソコン等）、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器
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